
 

１７．思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援！ 

「中小企業等事業再構築促進事業」 

 

 

 

（HP：https://jigyou-saikouchiku.go.jp/） 

 

 

・ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するための新分野展

開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大

等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等及び中堅企業等を支援しま

す。 

 

 ・認定経営革新等支援機関が事業計画の共同策定やフォローアップ支援等を行う事

業スキームです。 

 
 
・類型ごとに補助上限額や補助率等が異なりますので、詳細は、以下の事業再構築

補助金ホームページよりご確認ください。 

  

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/ 

 

・支援機関様からお取引先の中小企業・小規模事業者のみなさまへ活用をご案内く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

事業再構築補助金 事務局コールセンター  

<ナビダイヤル>0570-012-088 <IP電話用>03-4216-4080 

 

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

